
第１章 建設業許可の制度

１ 建設業許可の概要について

（１）建設業とは －建設業法（以下「法」という。）第２条－

建設業とは、元請・下請その他のいかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け

負う営業をいいます。（法第２条第２項）

※「営業」とは、利益を得ることを目的として、同種の業務を継続的かつ集団的に行うこと。

※「請負」とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して、報酬

を与えることを約束する契約のことをいいます。

建設工事とは、土木建築に関する工事で建設業法別表第１上欄（Ｐ９５～１０４ 左欄参照）に掲

げる２９の種類をいいます。※該当しない工事についてはＰ２５参照

（２）建設業の許可とは －法第３条－

建設業を営もうとする者は、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除き、建設業の許可を受け

なければなりません。

※軽微な工事とは （法施行令第１条の２）

○「木造」…建築基準法第２条第５号に定める主要構造部が木造であるもの

○「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が２分の１以上を居住の用

       に供するもの

（注）①１つの工事を２以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額と

   なります。（工事現場や工期が明らかに別である等、正当な理由に基づく場合を除く。）

   ②注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請

    負契約の請負代金の額に加えたものが請負代金の額となります。

「解体工事」、「浄化槽工事」について 〈注意事項〉

①「解体工事」を請け負うためには、軽微な工事であっても、元請・下請の別にかかわらず「建設工事

に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく登録」が必要となります。

なお、建設業者が建設業法に基づく「土木工事業」、「建築工事業」、「解体工事業」のいずれかの許可

を受けている場合は登録は不要です。

ただし、当該３業種の許可を受けた場合でも、工事１件の請負代金の額が５００万円以上（※１）の

解体工事については、許可を受けている各業種に属する解体工事しか請け負うことはできません（例

えば、請負代金の額が５００万円以上で総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物を解体する工

事（原則元請）は土木一式工事に該当しますので、土木工事業の許可を受けていなければ請け負えま

せん。）。
※１ 建築一式工事に該当する場合は、１，５００万円以上（延べ面積が１５０㎡未満の木造住宅工事を除く。）

②浄化槽工事業を営もうとする者は軽微な工事であっても「浄化槽法第２１条」に基づく登録が必要です。

なお、建設業法に基づく「土木工事業」、「建築工事業」、「管工事業」のいずれかの許可を受けている者

は登録は不要ですが、浄化槽工事業を営む場合は、浄化槽法第３３条に基づく特例事業者として届出が

必要です。

建築一式工事

※右のいずれか

①工事１件の請負代金の額が１,５００万円未満の工事（消費税を含んだ金額）

②延べ面積が１５０㎡未満の木造住宅工事

建築一式工事

以外の建設工事
工事１件の請負代金の額が５００万円未満の工事（消費税を含んだ金額）
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（３）建設業の種類（業種）

建設業の許可は、２９業種(表１)に分かれており、業種ごとに許可を受けることが必要です。

建設工事の種類は一式工事（土木一式工事、建築一式工事）と専門工事（一式工事以外の２７業種）

に分かれます。一式工事は「総合的な企画、指導、調整」のもとに土木工作物又は建築物を建設する

工事であり、すべての建設工事の種類を請け負えるものではありません。専門工事に分類される工事

を単独で請け負うためには、各専門工事の許可を受ける必要があります。なお、許可を受けた建設工

事に附帯して生じる他の業種に属する工事にあっては、請け負った工事に含めて行うことができます。

（※一式工事の考え方及び附帯工事についてはＰ１０６～１０７を参照）

（表１）建設業の種類（業種）    建設工事の種類の詳細については、Ｐ９５～１０４を参照

土木工事業 電気工事業 板金工事業 電気通信工事業

建築工事業 管工事業 ガラス工事業 造園工事業

大工工事業 ﾀｲﾙ・れんが・ﾌﾞﾛﾂｸ工事業 塗装工事業 さく井工事業

左官工事業 鋼構造物工事業 防水工事業 建具工事業

とび・土工工事業 鉄筋工事業 内装仕上工事業 水道施設工事業

石工事業 舗装工事業 機械器具設置工事業 消防施設工事業

屋根工事業 しゆんせつ工事業 熱絶縁工事業 清掃施設工事業

解体工事業  ※平成２８年６月１日追加（とび・土工から分離）

（４）知事許可と国土交通大臣許可 －法第３条－

① 知事許可

長崎県内にのみ「営業所」を設けて営業を行う場合は、長崎県知事許可が必要です。

② 国土交通大臣許可

二つ以上の都道府県内に「営業所」を設けて営業を行う場合は、国土交通大臣許可が必要です。

※建設業法でいう｢営業所｣とは、本店若しくは支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所

（請負契約の見積もり、入札、請負契約等の実態的な業務を行っている事務所）をいいます。

したがって、建設業に無関係な支店、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所な

どは営業所と認められません。

なお、「営業所」には、その営業所ごとに、資格を有する専任技術者が常勤している必要があり

ます。

（５）特定建設業の許可と一般建設業の許可 －法第３条－

① 特定建設業の許可 （第１項第２号）

発注者から直接請け負った１件の建設工事につき、下請代金の合計額が 4,500 万円（税込）

以上（建築工事業は 7,000 万円（税込）以上）となる下請契約を締結して施工する場合は、特

定建設業の許可が必要です。（施行令第２条）

※「下請代金の額」について、発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、元請負人が 4,500
万円（建築一式工事にあっては 7,000 万円）以上の工事を下請施工させようとする時の 4,500
万円には、元請負人が提供する材料等の価格は含みません。
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② 一般建設業の許可 （第１項第１号）

特定建設業の許可を要しない工事のみを施工する場合は、一般建設業の許可が必要です。

（６）許可の有効期間（５年間）

許可の有効期間は、許可のあった日から５年目を経過する日の前日をもって満了となります。（許

可通知書で確認してください）

許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても、同様の取扱いとなります。

したがって、建設業者は、引き続き建設業を営もうとする場合には、有効期間が満了する日の３０

日前までに許可の更新申請書を提出しなければなりません。手続きを怠れば、期間満了とともに許可

の効力は失われ、許可が必要な建設工事を請け負うことはできなくなります。

なお、許可又は不許可の処分があるまでは、有効期間の満了後であっても従前の許可が有効となり

ます。

（７） 許可を受けた後に必要な手続き （詳しくは P５７以降を参照して下さい。）

① 更新申請 ―法第３条―

許可の有効期間は５年間ですので、引き続き許可を受けて建設業を営業する場合は、更新申請が

必要です。有効期間が満了する３か月前から３０日前までに申請してください。

② 決算変更届（決算報告書）の提出 ―法第１１条―

毎事業年度終了後、４か月以内に決算変更届（決算報告）を提出しなければなりません。

③ 変更届の提出 ―法第１１条―

・経営業務の管理責任者（P４参照）、専任技術者（P７参照）が交替した場合などは、２週間以

内に変更届を提出しなければなりません。

・商号・名称、所在地、役員などを変更した場合は、３０日以内に変更届を提出しなければなり

ません。

④ 業種追加申請、般・特新規申請 ―法第３条―

許可を受ける建設業種を追加する場合や、一般建設業・特定建設業の区分を変更する場合は、業

種追加申請や般・特新規申請が必要です。

⑤ 許可換え新規申請 ―法第９条―

営業所の新設、廃止、所在地の変更等により許可行政庁を異にすることとなった場合には、新た

な許可行政庁に許可換え新規申請を行い、新たな許可を受けることが必要です。この場合、従前の

建設業の許可の効力は、新たな許可を受けたときに失われます。

⑥ 廃業届の提出 ―法第１２条―

許可業者であることを止めたり、許可の要件を欠いた場合等は、３０日以内に廃業届を提出しな

ければなりません。（事業承継又は相続の認可を受けた場合を除く。）
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２  許可の要件（基準）について

建設業の許可を受けるためには、法第７条（特定建設業は第１５条）に規定する許可の基準に適合

していること及び法第８条に規定する「欠格要件」に該当しないことが必要です。

（１）建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること

   Ⅰ 経営業務の管理責任者等の配置

   Ⅱ 適切な社会保険等に加入していること

（２）専任の技術者を有していること

（３）請負契約に関して誠実性を有すること

（４）請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること

（５）欠格要件等に該当しないこと

（１）建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること

Ⅰ 経営業務の管理責任者等の配置 （建設業法施行規則第 7 条第 1 号）

次のイ又はロのいずれかに該当すること。

イ：常勤役員等が経営業務の管理責任者等である場合

常勤役員等（法人である場合には業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者、

また個人である場合には本人又は支配人）のうちの１人が、次の(1)～(3)のいずれかに該当する

こと。

(1)
規則第 7 条第 1 号

イ(1)該当

建設業に関し５年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する

者

(2)
規則第 7 条第 1 号

イ(2)該当

建設業に関し５年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者

（執行役員等）として経営業務を管理した経験を有する者

(3)
規則第 7 条第 1 号

イ(3)該当

建設業に関し６年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者と

して経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

ロ：常勤役員等とこれを直接補佐する者を置くことで経営管理の体制をとる場合

常勤役員等（法人である場合には業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者、

  また個人である場合には本人又は支配人）のうちの１人が、次のⅠ又はⅡのいずれかに該当する

者であって、かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者として、次の（a）、（b）及び（c）に

該当する者をそれぞれ置くものであること。

常
勤
役
員
等

Ⅰ
規則第7条第 1号

ロ(1)該当

建設業に関し、２年以上役員等としての経験を有し、かつ、

５年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者（財

務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限

る。）としての経験を有する者 ※通算５年以上

Ⅱ
規則第7条第 1号

ロ(2)該当

５年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、

２年以上役員等としての経験を有する者 ※通算５年以上

直
接
に

補
佐
す
る
者

（a） 許可申請等を行う建設業者等において、５年以上の財務管理の経験を有する者

（b） 許可申請等を行う建設業者等において、５年以上の労務管理の経験を有する者

（c） 許可申請等を行う建設業者等において、５年以上の業務運営の経験を有する者

＊（ａ）（ｂ）（ｃ）は一人が複数の経験を兼ねることが可能です。
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「財務管理」、「労務管理」及び「業務運営」については、次のとおりです。

業務経験名 経験の内容

財務管理
建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、

下請業者への代金の支払いなどに関する業務経験

労務管理 社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業務経験

業務運営 会社の経営方針や運営方針を策定、実施に関する業務経験

※「ロ」については個別認定（県の事前確認）が必要になります。十分な期間をもって事前にご

相談ください。

※「常勤役員等」とは

法人である場合：役員のうち常勤であるもの。

個人である場合：その者又はその支配人。

「役員」とは

①業務を執行する社員…持分会社（合名会社、合資会社、合同会社）の業務を執行する社員

②取締役…株式会社、有限会社の取締役

③執行役…委員会設置会社の執行役

④これらに準ずるもの…法人格のある各種の組合等の理事

⑤これらに準ずるもの（執行役員等）…業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位

にあって、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役

から具体的な権限委譲を受けた執行役員等（建設業に関する事業の一部のみ分掌する事業部

門（例えば、建築部門・土木部門の両方を有する会社において建築部門のみを分掌する場合

など一部の営業分野のみを分掌する場合や資金・資材調達のみを分掌する場合等）の業務執

行に係る権限移譲を受けた執行役員等を除く。）

＊執行役員（⑤に該当する者を除く）、監査役、会計参与、監事及び事務局長は含まれない。

※「役員等」とは  Ｐ９「（３）誠実性」を参照

※「常勤であるもの」とは

原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに、毎

日所定の時間中、その職務に従事（テレワークを行う場合を含む。）している者をいいます。

  その営業所に常勤して専ら職務に従事することを要するもので、以下に掲げる者は除く。

① 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者

  ② 他の営業所（他の建設業者）の専任技術者となっている者

③ 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者等他の法令により特定の事務所

において専任を要することとされている者（建設業において専任を要する営業所と他の法令

より専任を要する事務所が同一企業、同一場所である場合を除く）

④ 他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等他の営業等について専任であ

ると認められる者

※「建設業に関し」とは

全ての建設業の種類をいい、建設業の業種ごとの区別はなく、全て建設業に関するものとします。

※「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは

業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種組合等の理事等、個人の事業主

又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務

の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいう。

※「支配人」とは

営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人

をいい、これに該当するか否かは、商業登記の有無を基準として判断します。
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※「執行役員等としての経験」とは

取締役会設置会社において、取締役会の決議により、特定の事業部門に関して業務執行権限の委

譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表

取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいいます。

※「経営業務を補佐した経験」とは

経営業務の管理責任者に準ずる地位（業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のあ

る各種組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に

責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者）にあって、建設業に関する建設工事の施工に必

要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般に

ついて、従事した経験をいいます。

※「役員等に次ぐ職制上の地位」とは

当該地位での経験を積んだ会社内の組織体制において役員等に次ぐ役職上の地位にある者をい

い、必ずしも代表権を有することは要しません。「組織図」等で確認します。

※「直接に補佐する」とは

組織体系上及び実態上常勤役員等との間に他の者を介在させることなく、当該常勤役員等から直

接指揮命令を受け業務を常勤で行うことをいう。

※「許可申請等を行う建設業者等」とは

許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあ

っては当該建設業を営む者を指します。

※【専任技術者との兼任】

Ⅰのイ、ロのいずれかに該当する経営業務の管理責任者が専任の技術者としての基準を満たして

いる場合には、同一の営業所（原則として主たる営業所）内に限って当該技術者を兼ねることが

できます。

※【出向社員について】

出向契約に基づく出向先においての常勤性が確認できれば、経営業務の管理責任者になることが

できます。

※【建設業法施行規則第7条第１号イ⑴から⑶に掲げる経験の通算について】

Ｐ４表に掲げる経験のうち、⑴と⑵を通算して５年以上ある場合は、⑵該当とします。

また、⑴、⑵、⑶を通算して６年以上ある場合は、⑶該当とします。

【経験期間等の早見表】

経験期間の

地位

〔建設業に関する経

営業務の管理責任

者〕

法人：役員，

   支店長,

営業所長等

個人：事業主，

   支配人

〔建設業に関する経営業務の管理責

任者に準ずる地位〕
建設業の役員等

＋

建設業の役員等又は

役員等に次ぐ職制上

の地位

建設業の役員等

＋

他業種の役員等

執行役員等 役員，支店長，

営業所長等に次

ぐ地位にある者

事業主，支配人

に次ぐ地位にあ

る者

経験期間の

内容

経営業務の管理責任

者としての経験

執行役員としての

経営管理経験

経営業務を補佐

した経験

役員等に次ぐ職制上の地位の場合は財

務管理・労務管理・業務運営のいずれ

かの業務

必要経験年

数
５年 ５年 ６年

５年

（建設業の役員等で、建設業の経営業務を

管理した経験２年以上を含むこと）

常勤役員等

を直接補佐

する者

建設業の財務管理・労務管理・業務運営に

ついてそれぞれ業務経験５年以上の者

（１人が複数の経験を兼ねることが可能）

根拠法令
規則第７条第１号イ

(1)

規則第７条第１号

イ(2)

規則第７条第１

号イ(3)

規則第７条第１号

ロ(1)

規則第７条第１号ロ

(2)
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Ⅱ 適切な社会保険等に加入していること （規則第 7条第 2号） ※令和２年 10月１日要件化

下記のいずれにも該当する者であることが必要です。

イ) 健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）第３条第３項に規定する適用事業所に該当する全ての営業

所に関し、健康保険法施行規則（大正 15 年内務省令第 36 号）第 19 条第１項の規定による届書

を提出した者であること。

ロ) 厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115 号）第６条第１項に規定する適用事業所に該当する全て

の営業所に関し、厚生年金保険法施行規則（昭和 29 年厚生省令第 37 号）第 13 条第１項の規定

による届書を提出した者であること。

ハ) 雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）第５条第１項に規定する適用事業の事業所に該当する全

ての営業所に関し、雇用保険法施行規則（昭和 50 年労働省令第３号）第 141 条第１項の規定に

よる届書を提出した者であること。

＊「営業所」とは、建設業法第３条に規定する営業所（本店又は支店若しくは常時請負契約を締

結する事務所）をいいます。

※ 社会保険等の取り扱いについてはＰ１２９を参照

（２）専任技術者の配置

営業所ごとに次のいずれかに該当する専任の技術者がいること

一般建設業の許可【法第７条第２号】

許可を受けようとする業種の工事について、

イ 高等学校又は中等教育学校の指定学科を卒業後５年以上の実務経験を有する者、

大学又は高等専門学校の指定学科を卒業後３年以上の実務経験を有する者

ロ １０年以上の実務経験を有する者 ※学歴・資格は問わない

ハ イ又はロと同等以上の知識技術、技能を有すると認められた者

①（１）国土交通大臣が定める試験に合格した者又は免許を受けた者

【P１１１～１１３表の資格区分に該当する者】

  （２）国土交通大臣が定める試験の一級の第一次検定又は第二次検定に合格後３年以上の実務

経験を有する者（注）

  （３）国土交通大臣が定める試験の二級の第一次検定又は第二次検定に合格後５年以上の実務

経験を有する者（注）

②複数業種について一定期間以上の実務経験を有する者 ※P１０９参照

③指定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定

に合格後５年以上又は旧専門学校卒業程度検定に合格後３年以上の実務経験を有する者

④専修学校指定学科卒業後３年以上の実務経験を有する者で専門士又は高度専門士を称するもの

⑤専修学校指定学科卒業後５年以上の実務経験を有する者

⑥その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

特定建設業の許可【法第１５条第２号】

許可を受けようとする業種の工事について、

イ 国土交通大臣が定める試験に合格した者又は免許を受けた者

【P１１４～１１７表の資格区分に該当する者】

ロ 一般建設業許可のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事について

２年以上指導監督的な実務経験を有する者（注）

ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

  （大臣認定者）

（注）一般建設業の許可 「ハ①（２）及び（３）」、特定建設業許可「ロ」については、指定建設業（

土、建、電、管、鋼、舗、園）及び電気通信工事業は除きます。
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※「専任のもの」とは、

  その営業所に常勤（テレワークを行う場合を含む。）して専ら職務に従事することを要するもの

で、以下に掲げる者は除く。

① 住所又はテレワークを行う場所の所在地が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離に

あり、常識上通勤不可能な者

  ② 他の営業所（他の建設業者）の専任技術者となっている者

③ 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者等他の法令により特定の事務所

において専任を要することとされている者（建設業において専任を要する営業所と他の法令よ

り専任を要する事務所が同一企業、同一場所である場合を除く）

④ 他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等他の営業等について専任であ

ると認められる者

※「実務の経験」とは

建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験

年数は含まれませんが、建設工事の発注にあたって設計技術者として設計に従事し、又は現場監

督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等も含めて取り扱うも

のとします。

また、実務の経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事に係る経

験期間を積み上げ合計して得た期間とします。なお、同一人物で経験期間が重複しているものに

あっては二重に計算しませんが、平成 28 年 5 月 31 日までにとび・土工工事業許可で請け負った

解体工事についての実務の経験の期間については、とび・土工工事業と解体工事業両方の実務の

経験として二重に計算できるものとします。

※「一定の指導監督的な実務の経験」とは

許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額（税

込み）が 4,500 万円（昭和 59年 10 月 1日前の経験にあっては 1,500 万円、昭和 59年 10 月 1 日

以降平成 6年 12 月 28 日前の経験にあっては 3,000 万円）以上であるものに関する指導監督的な

実務の経験をいいます。

なお、発注者の側における経験又は下請負人としての経験は含みません。

「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又

は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。

※「指定学科」とは

許可を受けようとする建設業の種類に応じ、【指定学科一覧表】P１０９に掲げるものです。

※「指定建設業」とは

土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業及び造園工事業

の７業種をいいます。

※【経営業務の管理責任者との兼任】

上表中のイ～ハまでのいずれかに該当する者が経営業務の管理責任者としての基準を満たして

いる場合には、同一の営業所（原則として主たる営業所）内に限って当該経営業務の管理責任者

を兼ねることができます。

※【出向社員について】

出向契約に基づく出向先においての常勤性が確認できれば、専任技術者になることができます。

「営業所の専任技術者」は、原則として現場の主任技術者又は監理技術者になることができないことに

注意！！

「営業所の専任技術者」は、請負契約の締結にあたり技術的なサポート（工法の検討、注文者への技術的

な説明、見積等）を行うことが職務ですから、所属営業所に常勤していることが原則です。

例外的に、①当該営業所で契約締結した建設工事で、②工事現場の職務に従事しながら、実質的に当該

営業所の職務を適正に遂行できる程度に近接した工事現場で、③当該営業所と常時連絡をとり得る体制に

あり、④当該建設工事が、主任技術者等の工事現場への専任を要する工事《公共性のある工作物に関する

重要な工事で請負金額４，０００万円（建築一式工事は８，０００万円）以上》でない場合には兼務する

ことができます。

注 意
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（３）誠実性

請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと

法人である場合においては、当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人

である場合においては、その者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実

な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

その例として、上記の者が暴力団の構成員である場合や建築士法・宅地建物取引業法等で「不

正」又は「不誠実な行為」を行ったことにより免許等の取消処分を受け、その 終処分の日から

５年を経過しない者である場合は、許可を受けることはできません。

※「役員等」とは

業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いか

  なる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しく

  はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいいます。

同等以上の支配力を有するものと認められる者である可能性がある者として、少なくとも「総

株主の議決権の 100 分の 5 以上を有する株主」及び「出資の総額の 100 分の 5 以上に相当する

出資をしている者」（個人であるものに限る。）を含みます。

※「政令で定める使用人」とは

  支配人及び支店又は営業所の代表者（支配人除く）をいう。（令３条使用人）

※「不正な行為」とは

請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為をいう。

※「不誠実な行為」とは

工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいう。

（４）財産的基礎等

請負契約を履行する財産的基礎を有すること

一般建設業の許可 特定建設業の許可

－法第７条第４号－

次のいずれかに該当すること

イ 自己資本の額が500万円以上であること

ロ 500万円以上の資金調達能力があること

ハ 直前５年間許可を受けて継続して営業

した実績があること

※ロに関して、取引金融機関の預金残高証明、

融資証明は、「現在残高証明日（残高日）」

が申請日前１か月以内のもの（複数金融機関

の証明の場合は、同一残高日のもの）

※ハに関して、許可失効後、新規申請する場合

は該当しない

－法第１５条第３号－

次の全てに該当すること

イ 欠損の額が資本金の20％を越えていない

こと

ロ 流動比率が75％以上であること

ハ 資本金の額が2,000万円以上であり、

かつ、自己資本の額が4,000万円以上で

あること

※この基準を１つでも満たさない場合は、一般建

設業へ区分換えを行うことになります（※注２）

（注１）１．この表の判断基準は、既存の企業にあっては許可申請時の直前の決算期における財務諸

表、新規設立の企業にあっては創業時の財務諸表によること。なお、一般建設業に係る

申請時に直前の財務諸表を提出できない場合は、ロ又はハの要件を備えていることが必要

です。

２．「自己資本」とは、法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額を、個人にあっ
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ては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した

額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいま

す。

３．「500 万円以上の資金の調達能力」とは、担保とすべき不動産等を有していること等に

より、金融機関等から 500 万円以上の資金について融資を受けられる能力をいい、具体的

には、取引金融機関の預金残高証明書又は融資証明書等により確認します。

   ４．「欠損の額」とは、法人にあっては貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合にその

額が資本剰余金、利益準備金及びその他の利益剰余金の合計額を上回る額を、個人にあっ

ては事業主損失が事業主借勘定の額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計

上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいいます。

※欠損比率について
法人の申請で次の場合は欠損の額が発生しないので、次の計算式を使う必要はありません。

○ 繰越利益剰余金が正の場合

○ 繰越利益剰余金が負である場合、その絶対値の金額を、資本剰余金、利益準備金、そ

の他の利益剰余金（繰越利益剰余金を除く。）の合計額が上回るとき

  〈計算式〉

欠 損 比 率

法 人

※繰越利益剰余金が負の場合、以下の式にあてはめて判断する

(繰越利益剰余金が正の場合は、欠損が出ていないので要件を満たす)

繰越利益剰余金－(資本剰余金＋利益準備金＋その他の利益剰余金)
                                                     ×100≦20％

資本金

個 人

事業主損失－（事業主借勘定－事業主貸勘定

＋利益留保性の引当金＋準備金）

                    ×100≦20％
期首資本金

５．「流動比率」とは、流動資産を流動負債で除して得た数値に 100 を乗じた数をいいます。

流動資産合計

    〈計算式〉                 ×100≧75％
流動負債合計

   ６．「資本金」とは、法人にあっては株式会社の払込資本金、持分会社等の出資金額を、

     個人にあっては期首資本金をいいます。

（注２）１．資本金の増資による特例（特定建設業）

資本金の額について、申請時直前の決算期における財務諸表では、資本金の額に関す

る基準を満たさないが、申請日までに増資を行うことによって基準を満たすこととなった

場合には、資本金の額に関する基準を満たしているものとして取り扱います。

この取扱いは資本金に限ったもので、自己資本は財務諸表で基準を満たすことが必要

です。

２．特定建設業の財産的基礎の要件は、許可の申請時に審査されるものであり、許可の有

  効期間中に基準に適合しない状態が生じても、許可を取り消されることはありません。

繰越利益剰余金の

マイナスをとる
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（５）欠格要件等 －法第８条－

下記のいずれかに該当する場合には、許可を受けられません。

１ 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり又は重要な事実の

記載が欠けている場合

２ 法人にあってはその法人、役員等、支店又は営業所の代表者が、個人にあってはその本人、

支配人等が次のいずれかに該当しているとき

①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

②不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を

取り消されて５年を経過しない者

③許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から５年を経過しない者

④許可の取消処分を免れるための廃業の届出を行った事業者について、許可の取消処分に係る

聴聞の通知の前６０日以内に当該法人の役員等若しくは政令で定める使用人又は個人の使用

人であった者で、当該届出の日から５年を経過しない者

⑤営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

⑥営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

⑦禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなく

なった日から５年を経過しない者

⑧建設業法、又は一定の法令の規定（※）に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終

わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者

⑨暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者

⑩心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの

⑪営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記のいずれか

又は法定代理人が法人でその役員等のうちに上記①②③④⑥⑦⑧⑨までのいずれかに該当す

る者

⑫暴力団員がその事業活動を支配する者

※「一定の法令の規定」とは次に掲げるもの

•建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の

規定で政令で定めるもの

•暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

•刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条又は247条

•暴力行為等処罰に関する法律
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